
 

 

マイクロバス車両をレンタルされる方へ 

 

 

○運転手付きの「白ナンバー」のマイクロバスは、いわゆる「白バス」と呼ばれる道

路運送法に違反するサービスです。利用するのはやめましょう。 

○道路運送法の許可を受けたバス会社(貸切バス事業者)の正規のマイクロバスには

「緑ナンバー」が付いています。 

○正規の貸切バス事業者には「運送引受書」や「領収証」などの関係書類の交付が義

務づけられています。口答による契約は、法律に違反するサービスです。 

 

 

○レンタカー会社からは、車を借りることしかできません。 

○レンタカーを借りた場合には、車を借り受けた利用者自身が運転しなければなりま

せん(※)。 

(※) 車を借り受けた利用者自身が、自らの意思で他の人に運転を依頼することはできますが、この

場合、実際に運転する人の氏名等をあらかじめレンタカー会社へ申告しておく必要があります。 

○レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスも、いわゆる「白バス」と呼ば

れる法律に違反するサービスです。利用するのはやめましょう。 

○また、運転を依頼した人などに、レンタカーの手配をしてもらうことはできません。 

 

 

○違法な「白バス」を利用して、万が一、事故に遭って負傷した場合、適切な損害賠

償がなされず、治療費などの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケ

ースもあります。 

 

 

国土交通省 近畿運輸局 自動車交通部 旅客第一課 

運転手付きマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けたバス会社 

を利用しましょう。 

レンタカーのマイクロバスには運転手は付いていません。 

違法な「白バス」を利用して事故に遭った場合、保険の適用がないことが 

あります。 


